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内閣府犯罪被害者等施策推進室



１

政府における犯罪被害者等施策の推進

○総合的な取組を求める犯罪被害者等の声に応えるべく、平成16年12月１日、犯罪被害者等基本法

が議員立法により成立。

○平成17年12月、犯罪被害者等基本計画を閣議決定。４つの基本方針、５つの重点課題の下、258

に上る具体的施策を位置付け。

○平成18年４月、基本計画推進専門委員等会議と３つの検討会（※）を設置。平成19年11月に最終
取りまとめを推進会議に報告。
（※）「経済的支援に関する検討会」「支援のための連携に関する検討会」「民間団体への援助に関する検討会」
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１．損害回復・経済的支援等への取組（基本法第12・13・16・17条関係） 42施策１．損害回復・経済的支援等への取組（基本法第12・13・16・17条関係） 42施策

２．精神的・身体的被害の回復・防止への取組（基本法第14・15・19条関係） 69施策２．精神的・身体的被害の回復・防止への取組（基本法第14・15・19条関係） 69施策

３．刑事手続への関与拡充への取組（基本法第18条関係） 43施策３．刑事手続への関与拡充への取組（基本法第18条関係） 43施策

４．支援等のための体制整備への取組（基本法第11・21・22条関係） 75施策４．支援等のための体制整備への取組（基本法第11・21・22条関係） 75施策

５．国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組（基本法第20条関係） 29施策５．国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組（基本法第20条関係） 29施策

合計 ２５８施策合計 ２５８施策２５８施策
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■犯罪被害者等施策推進会議■
○ 会長：内閣官房長官
○ 委員（10人以内）

・ 内閣総理大臣が指定する
国務大臣

・ 内閣総理大臣が任命する
犯罪被害者等の支援等に
関する有識者
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推進体制 ４つの基本方針、５つの重点課題

国、地方公共団体、民間団体等が連携・協力すべきことを明記



政府における犯罪被害者等施策の推進

○犯罪被害給付制度の拡充
○ 検討課題とされた施策の実現

～犯罪被害者等基本計画策定３年を経過して～

経済的支援に関する検討会の最終取りまとめを受け、犯罪被害給付制度の充実を図るため、平成２０年４月
に「犯罪被害者等給付金の支給等に関する法律」が改正され、７月から関係政令などとともに施行。これに
より、障害給付金や遺族給付金の最高額が引き上げられ、自動車損害賠償責任保険並の金額に近づけられる
とともに、重傷病給付金については休業損害を考慮した額を加算。

○損害賠償命令制度の創設

自己の被害に係る刑事裁判に参加したいなどの被害者の要望に応え、平成１８年９月から約６ヶ月間の法制
審議会における審議を経て、犯罪被害者等が刑事裁判に参加する制度（被害者参加制度）の創設などを内容
とする法案を国会に提出し、国会審議を経て、平成１９年６月に刑事訴訟法等を改正。平成２０年１２月か
ら被害者参加制度を施行。被害者参加人のための国選弁護制度も平成２０年４月の法改正により創設され、
同制度の運用開始と合わせ、施行。

○刑事裁判における被害者参加制度と被害者参加人のための国選弁護制度の創設

被害者等による損害賠償請求に係る紛争を刑事手続の成果を利用して簡易かつ迅速に解決できるよう、上記
のとおり法制審議会での審議を経て、平成１９年６月に犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随す
る措置に関する法律が改正され、平成２０年１２月から施行。

○少年審判における傍聴制度の創設等
少年審判における犯罪被害者等の権利利益の一層の保護等を図るため、法制審議会での審議を経て、少年審
判における傍聴制度の創設等を内容とする法案を国会に提出し、審議の結果、平成２０年６月に少年法が改
正され、同年１２月から施行。

○関係機関・団体の連携強化、民間団体への支援のための取組

２

犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案（平成２０年１２月）、研修カリキュラム・モデル案（平成２１年
３月）を作成。



３

都道府県・政令指定都市に期待すること
～ 施策担当窓口部局として ～

○ 条例・計画の策定 ～ 横断的な取組を進めやすくする有効な方法
○ 都道府県・政令指定都市独自の取組についての企画立案 など

１ 施策の総合的な推進に係る企画・調整

○ 関係機関・団体との連携の窓口としての機能
○ （都道府県）管下市町村への情報提供、助言や市町村職員向け研修会等の開催
○ 被害者団体、民間被害者支援団体への援助 など

２ 関係機関・団体間の連携の促進

○ 犯罪被害者等のための総合的対応窓口の設置 など

○ 犯罪被害者の置かれた状況についての住民の理解の促進 ～ 「犯罪被害者週間」の取組
○ 青少年に対する犯罪被害の深刻さや命の大切さに関する啓発
○ 総合的対応窓口や各種支援制度の周知
など

３ 相談・情報提供

４ 広報啓発
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医療、福祉、住宅、雇用等多岐にわたる支援を可能とするためには、地方公共団体の取組が不可欠



４

地方交付税措置

○ 平成２０年度から、都道府県の犯罪被害者等施策の総合的な推進に要
する経費として、普通交付税が措置されている。

包括算定経費
企画費（共生社会推進費）の一部

犯罪被害者等基本法及び犯罪被害者等基本計画の策定等により、新たに施策担当窓口部局が担うこととなった事務につい
て、以下のものを普通交付税算定基準に盛り込むこと
１ 地域における施策の総合的な推進に関する企画立案・調整（基本法３条３項、５条、７条、２３条）
・ 地方公共団体の施策に係る総合調整を目的とする庁内連絡会議等の開催など

２ 犯罪被害者等に対する総合的な相談・情報提供等（基本法１１条）
・ 犯罪被害者等からの相談や問い合わせに対応する「総合的な対応窓口」の設置、運営など

３ 広報啓発（基本法２０条）
・ 地方公共団体の施策の全体像や地域社会全体で犯罪被害者等を支える必要性に対する理解を深めるための講演会・

シンポジウムの開催
・ 地方公共団体の施策の全体像や地域社会全体で犯罪被害者等を支える必要性に対する理解を深めるためのポスター・

リーフレット類の作成・配布など
４ 調査研究・人材育成（基本法２１条）
・ 地域の実態把握のための調査
・ 犯罪被害者等支援に携わる都道府県・市町村の職員向け研修など

総務省へ要望した内容



５

平成２１年度に内閣府が実施予定の主な事業

○ 犯罪被害者等基本計画の見直しに向けた検討等の実施

・現行の犯罪被害者等基本計画は平成22年度末までを計画期間としているため、新たな計画の策定に向けた検討を開始する。

・民間団体への支援の在り方、海外での犯罪被害者への経済的支援等についての検討を行う。

○ 各種調査事業

・ 地方公共団体における犯罪被害者等施策への取組状況を把握するため、全ての都道府県、政令指定都市、市町村に対
しアンケート調査を実施するとともに、先進的な取組を行っている地方公共団体への訪問調査を実施する。

・ 犯罪被害者団体・犯罪被害者支援民間団体の体制、活動内容、行政へ期待する支援等について、アンケート調査等を
行う。（調査対象団体は公募予定）

○ 犯罪被害者支援ハンドブック作成支援事業

内閣府の「犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案」を踏まえた都道府県版ハンドブックの作
成を支援する。（事業対象県：青森、岩手、福島、茨城、石川、滋賀、鹿児島）

○ 広報啓発事業

○ 地方公共団体職員向け研修事業

全国を６ブロックに分け、都道府県及び市町村の犯罪被害者等施策担当職員向けの研修を実施
する。（開催地：山形、埼玉、富山、兵庫、島根、長崎）

・ 北海道、茨城、神奈川、長野、静岡、京都、静岡市において、それぞれの地方公共団体の
企画に基づく啓発事業（広報啓発モデル事業）を実施する。

・「犯罪被害者週間」の時期を中心に、「国民のつどい」中央大会のほか、北海道、神奈川、
奈良、沖縄において同地方大会を開催する。

平成２０年度 犯罪被害者週間ポスター・ 小学校高学年～中学生向け啓発用ＤＶＤを作成する。



○犯罪被害者等支援ハンドブック（仮称）の作成、備付

・犯罪被害者等の必要とする支援は多種多様であり、異なる制度や機関・団体の継ぎ目を「橋渡し」するためには、関係機関・団体の連携ネットワーク

の充実・強化が重要
→関係機関・団体相互の役割分担や連携方法等についての認識や支援・連携のために必要な知識を共有するため、犯罪被害者等支援ハンドブック
を作成、備付

○ 国によるハンドブック・モデル案の作成

・上記ハンドブック作成について、全国標準の内容を確保するため、国においてモデル案を示す

「犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案」
～骨子～

① 支援に携わる者の心構え及び留意事項
・ 犯罪被害者全般に共通すること
・ 家族・遺族に関すること
・ 性犯罪被害者に関すること
・ ＤＶ被害者に関すること
・ ストーカー被害者に関すること
・ 児童虐待被害者に関すること
② 犯罪被害者等に提供すべき情報
・ 紹介先機関・団体が提供する支援内容（支援に係る費用の有
無を含む。）
・ 紹介先機関・団体の担当部署及びその連絡先
③ 関係機関・団体へ伝達すべき犯罪被害者等支援に関する情
報
・ 最低限伝達が必要な事項（犯罪被害者等の申告内容（犯罪
等被害の概要、要望等）、紹介元機関・団体における支援内容
等）
・ 状況に応じて伝達することが望ましい事項（これまで対応した
機関・団体と支援内容の履歴、支援における留意点 等）
④ 関係機関・団体の概要、犯罪被害者等支援関連業務の内
容、住所、連絡先の一覧
⑤ 簡易な犯罪等被害の申告を行うための書式の例示（「犯罪
等被害申告票（仮称）」）

検察庁
・被害者通知制度
・被害者支援員

警察
・被害者相談窓口
・被害者連絡制度

法テラス
・情報提供
・精通弁護士紹介

医療機関
・治療
・カウンセリング

弁護士会
・法律相談
・訴訟支援

福祉機関
・被害者保護
・就労支援

学校・教委
・防止教育
・教育相談

裁判所
・遮へい等措置
・専用待合室 地方公共団体

・生活保護
・居住確保

犯罪被害者等

自助グループ等
・支え合い、励まし合い
・被害・支援等について
の情報交換

更生保護官署・矯
正施設
・情報提供
・心情伝達

民間支援団体
・電話相談
・直接的支援

６
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